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○山内部会長 それでは、時間でございますので、ただいまから民間資金等活用事業推進

委員会第 14 回総合部会を開催いたします。 

 本日はお忙しい中をご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 議事に入る前に御報告がございます。それは、まず、お一方は、政策研究大学院大学教

授でいらっしゃいます中村玲子専門委員は、研究のために渡米されるということになりま

して、今回、委員の職を辞職をしたいという辞職願が出されました。それから、もう一方、

神奈川県の総務部財産管理課長でいらっしゃいます三島正春専門委員、この方におかれま

しては、６月１日付の人事異動によりまして、このたびＰＦＩの御担当から離れるという

理由で、こちらの方も辞職願が出されました。ということでございまして、昨日付をもち

まして御退任されたということをまず御報告をさせていただきます。したがいまして、総

合部会の委員数が 16 名ということになりました。 

 本日の会議ですけれども、16 名のうちの９名の方の御出席をいただいております。し

たがいまして、定足数の関係から言いますと過半数を超えておりますので、適法に総合部

会が成立しているということもあわせて御報告申し上げます。 

 それでは、早速ですが、議事に入らせていただこうと思いますが、本日は、前回に引き

続きまして、まず、Value For Money のガイドラインの改定という関係のこと、２番目に

プロセスのガイドラインの改定ということを御審議いただきたいと思います。 

 まず最初に、１番目の議題の Value For Money のガイドラインの改定等についてという

ことですが、まず資料の確認をしていただいて、その内容の説明を事務局にお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○事務局 ありがとうございます。内閣府ＰＦＩ推進室でございます。 

 まずはじめに、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をごらんください。 

 上から順に、１枚目が議事次第の１枚紙、２枚目に座席表、３枚目からが資料１のシリ

ーズがＶＦＭの関係でございますが、資料１－１がＶＦＭガイドラインの一部改定及びそ

の解説（案）、資料１－２が、その見え消し版でございます。資料１－３は、前回の部会

の資料と、パブリックコメントの際の新旧対照表の１枚紙、１－４がパブリックコメント

の意見等についてというものでございます。 

 資料２のシリーズが審査方法に関するプロセスガイドラインの関係でございますが、１

枚目がガイドラインの改定（案）、資料２－２がその見え消し版、資料２－３が、同じく

パブリックコメントと総合部会、前回の部会との新旧対照表、資料２－４がパブリックコ

メントの意見等について。 

 資料３が総合評価の方のプロセスガイドラインの改定案でございます。 

 その次が参考資料でございまして、参考資料１－１がパブリックコメントに募集をした

紙と、参考資料１－２としまして、パブリックコメントの趣旨についてという紙がついて

おります。その次が参考資料２でございますが、Ｇ専門委員より御意見をいただいており

ますので、つけております。その次の参考資料３でございますが、「「ＰＦＩ推進委員会



 2

中間報告」に関する取組状況について」という２枚の紙、その次に平成 16 年の中間報告

の冊子、その後に参考資料５として総合部会の委員名簿、その後に参考資料６としまして、

推進委員会の委員名簿をつけてございます。 

 過不足等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。 

 

ＶＦＭ評価について 

○事務局 それでは、資料の方、お手元にございますでしょうか。もし御確認していただ

いて、後ほどないようでございましたら、事務局の方から欠けているものについてお届け

申し上げます。 

 まず、前回の総合部会以降のパブリックコメント等について、私の方からまず御報告を

させていただきます。 

 参考資料１－１を御参照いただきたいと思います。前回の総合部会で御報告いたしまし

たとおり、５月 30 日から６月 12 日まで、ほぼ２週間程度、ＶＦＭのガイドライン、事業

実施プロセスに関するガイドライン、両者につきましてパブリックコメントを行ないまし

た。 

 前回の総合部会でご議論いただいた際、プロセスに関するガイドラインにつきましても、

Value For Money のガイドラインの検討の中で出てきた議論を踏まえて、今回改定をする

という考え方に至ったものだという趣旨を明確にするべきではないかといったお話がござ

いました。それを踏まえまして、参考資料１－２というペーパーを作成しております。御

参照ください。 

 また、前回の総合部会でご議論いただいた際、まず、ＶＦＭの関係につきましては、選

定事業者の収益性の部分につきまして、松本委員から出てきた御意見を踏まえた上で、こ

れにＧ委員の方から出た御意見等を加えて、そちらに差し替えてパブリックコメントにか

けるというお話になったかと存じます。そういった総合部会での御議論を踏まえまして、

山内部会長と御相談をして、パブリックコメントにかけた案を資料１－３として整理して

おります。こちらは総合部会の方に提出した資料と比較ができるように新旧対照の形にな

っておりますので、御参照ください。 

 それからまた、プロセスのガイドラインの方につきましては、特に専門性の高い事項に

ついての御議論につきまして、さまざま御議論があったかと存じます。こちらも山内部会

長の方で整理をするということで引き取られたということを踏まえまして、後ほど部会長

の御指示で資料２－３のように修正して、これもパブリックコメントにかけてございます。

こちらにつきましても適宜御参照ください。 

 それから、パブリックコメントの結果でございますけれども、６月 12 日に締め切りま

した。その結果、ＶＦＭにつきましては、６の主体から 24 件の御意見のご提出をいただ

きました。事業実施プロセスに関するガイドラインにつきましては、３つの主体の方から

６つの意見のご提出をいただいております。お示しをした具体的な公開募集の要領にも書
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いてございますけれども、個人情報保護の観点から、どなたが何について言及したかとい

うことについては公開はしないという整理になっております。したがいまして、今回、資

料の方でどういった御意見が出たか、私どもの方でどういうふうな反映の仕方をしたかと

いうことは整理をさせていただいておりますけれども、具体的な主体のお名前等について

は書いてございません。御了解をいただきたいと存じます。 

 それから、本日は、後ほどご説明を申し上げますけれども、前回のご議論、また、パブ

リックコメントの結果を踏まえまして、それぞれのガイドラインの改定案の修正の事務局

案というものを作成しております。こちらについての考え方でございますけれども、まず、

前回の総合部会の委員の皆様方からいただいた御意見、それから、総合部会開催以降にＧ

先生の方から御意見をいただきましたけれども、これらにつきましては、事務局といたし

ましてはすべて反映させていただいたつもりでおります。 

 それから、パブリックコメントでいただいた意見でございます。こちらにつきましては、

まず、事務局の不手際で、明らかな事実誤認というものがございました。こちらにつきま

しては、いただいた意見をそのまま反映させて直しております。 

 それから、残りは、総合部会、ワーキンググループ、さらには法律、基本方針で示され

た方向性と違う方向性のご議論もございました。こういったものにつきましては、残念な

がら反映しておりません。その余のものにつきましては、特にワーキンググループ等の議

論をさらに詳細に整理をしているようなものにつきましては、反映をさせていただいたと

ころでございます。 

 それから、Ｇ委員そのほかの委員の皆様方から、わかりやすく、そして不用意に英語等

は使わないようにといった御指摘もございましたので、そういった観点から、事務局の方

で文言上の修正を行なっております。 

 以上でございます。 

○事務局 それでは、中身の具体的なご説明をさせていただきます。資料１－２をごらん

ください。「ＶＦＭに関するガイドラインの一部改正及びその解説（案）」でございます。 

 今、事務局の方から御説明させていただきましたとおり、３つのポイントで直しており

まして、１つ目が、委員の皆様の御指摘の部分、パブリックコメントを反映させた部分、

事務的に文章を整理した部分になっております。この順番で御説明いたします。 

 まず、委員の皆様から御指摘の部分に関してでございます。 

 Ｇ先生の御指摘の資料は、参考資料２の方につけておりますので、適宜御参照いただけ

ればと思います。 

 資料１－２の、Ｇ先生の方にも事務局の至らない部分を含めまして詳細に御指摘をいた

だいているんですけれども、本日は時間の関係もございますので、大きな変更点の部分を

中心に御説明させていただきます。 

 まず、資料１－２の６ページをごらんください。 

 囲みの中の本文の（10）のところでございます。前回の部会のご議論でもございました
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とおり、いきなり各段階で評価するというのはわかりづらいということで、ここをどうい

う段階で行なうのかを具体的に説明するという趣旨で、「ＶＦＭは単に計算すればよいと

いうものではなく、事業の企画、特定事業評価、事業者選定などの確段階において、段階

的に試みられることが適切である。またその各段階において、事業のスキームについて検

討を深めつつ、改善を図るべきものである。」というふうに修正をしております。 

 次に 11 ページをごらんください。今の部分と関連する部分でございますけれども、囲

みの中の（２）の部分でございます。ここも同様に、「ＶＦＭ評価は事業の企画、特定事

業評価、事業者選定の各段階において実践を試み、事業のスキームについて検討を深めつ

つ、改善を図るべきものである。この意味では、導入可能性調査を実施する段階において

もＶＦＭ評価を行なうことが必要である。」というふうに修正しております。 

 また、（３）の事業者選定時点の話についても御指摘がございまして、「事業者選定時

点においても、選定する民間事業者の事業計画についてＶＦＭがあることを確認すると共

に、前提条件等のレビューを通じ、考え方の適切さを検証することが適当である。」とい

うふうに、評価する中身を明確にしているというところでございます。 

 次に 15 ページをごらんください。間接コストに関する部分でございます。 

 15 ページの解説の一番下のポツのところでございますけれども、間接コストを算定す

るに当たって、「管理者等の過去の実績や経験等により、可能な限り算出することが望ま

しい」という記述のより具体的な内容を示すべきだという御指摘で、括弧内に、「計算の

実務手法としては、全体の間接費を算出し、活動因子と活動のあり方を定義し、特定の活

動に係わる間接費を配賦計算する考え方などがある」というふうに修正をしております。 

 それから、18 ページをお開きください。ＬＣＣの算定方法の部分でございますけれど

も、一番下の部分で、これは前回御議論いただいた部分でございますけれども、収益性の

判断基準であるＥＩＲＲとＤＳＣＲを分けて議論すべきだというお話でございまして、こ

のように整理すればよいというＧ先生のペーパーに基づきまして修正しております。 

 収益性の判断基準の部分につきましては、「選定事業者の適正な利益や配当は、資本の

コスト、案件のリスクを評価し、一定の適切なリターンレベルを設定した上で、これを損

益計画及び資金収支計画に反映して算出することが基本となる。」というふうに修正して

おります。 

 19 ページにまいりまして、一方でＤＳＣＲについては、安全性の判断基準というふう

に整理した方がよいということで、「なお、上記収益性判断基準と共に、事業に融資する

融資者の立場から元利金返済の安全性を把握する安全性判断基準を並行して考慮すること

が多い。安全性指標の設定は――ここは事務局のミスプリでございますけれども――リス

クの顕現化に伴うキャッシュフローの変動を吸収できるようにするためのものでもあり、

これが変わることは損益計画や資金収支計画が大きく変わることを意味するからであ

る。」というふうに修正してございます。 

 ここは、Ｇ先生のペーパーでは、バッファーという言葉が使われていたんですけれども、
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極力英語をわかりやすく表現するという観点で、前回、松本委員のペーパーにありました

バッファーの言いかえの部分をここにつけ加えまして整理させていただいているところで

ございます。 

 以上で委員の皆様からの御指摘に関する修正でございます。 

 次に、パブリックコメントを踏まえた修正ということで、資料１－４をごらんください。

これは、先ほど御説明いたしましたように、パブリックコメントで出てきました御意見と、

それに対する考え方について事務局の方で整理したものでございます。順番に簡単に御説

明いたします。 

 まず、１番でございますけれども、先ほどの資料１－２とあわせてごらんいただければ

と思います。資料１－２でいきますと６ページになります。 

 まず、１つ目の御意見は、「ＶＦＭは、当該ＰＦＩ業務を目的とする公共サービスの必

要性に関する行政側としての説明責任を果たすための評価概念・手法であって、コスト評

価としての効率性の議論ではない。」という御意見でございますけれども、これは基本方

針等にありますように、公共性原則というのは前提としてあるものでございますので、Ｖ

ＦＭは効率性の議論であるというふうにワーキンググループで御議論いただいておるとこ

ろでございますので、これはそのような回答ぶりにさせていただいております。 

 ただし、そのことがわかりづらいという面もあると考えましたので、解説のところに、

ガイドライン本文の一１（２）、（３）に効率性の議論であるということが示されている

ということを根拠として明示したところでございます。 

 ページをめくっていただきまして、２つ目の御意見でございますが、ここも今の１番の

御意見と同じで、必要性の検証の手法としても用いるべきではないかというお話でござい

ますけれども、今と同じ観点で考え方を整理しております。 

 ３番目でございますが、同じ６ページの本分の（10）に対応する御意見でございますけ

れども、サービスの質とかリスクコストが、今のところ十分に反映できていないので、Ｖ

ＦＭを一つの参考指標として取り扱うべきではないかという御意見なんですけれども、そ

この点につきましては、質のお話でありますとかリスクのお話につきましては、今後の検

討課題ということで、参考にさせていただきますという整理にしてございます。 

 次に４番目でございますけれども、これも同じ本文の（10）の部分でございますけれど

も、この御意見は、（10）にあるような記述を追加しただけでは、どのようにＶＦＭを算

定すべきなのか、従来と同様にあまりわからないのではないかという御指摘で、以下、イ

ギリスの状況を書かれておるんですけれども、委員会の議論では、先ほど修正しました

「事業の企画、特定事業評価、事業者選定などの各段階において、段階的に試みられるこ

とが適切である」というふうに修正しておりますので、これである程度対応しているとい

うふうに整理させていただいてございます。 

 ５番目の御意見でございますが、これは資料１－２の６ページ、本文（11）の部分に対

する御意見でございます。ＶＦＭの源泉についての分類を示してあることが地方自治体に
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とって有益であるという御指摘で、以下、英国の事例等の情報をいただいておるところで

ございますけれども、ＶＦＭの源泉の詳細につきましては今後の検討課題ということにな

っておりますので、事例は今後の参考にさせていただきますというふうな整理にしており

ます。 

 ６番目の御意見でございます。同じく（11）の部分に対する御意見でございますが、事

業のライフサイクルコストは、サービスの質を具体的な業務モニタリング項目・基準に展

開し、初めてリスクコストも含めて算定・算出可能となるものであるので、今後、モニタ

リング項目・基準の情報公開による入札書類への組込みと質の改善に取り組むべきだとい

う御意見でございます。 

 この前段の部分につきましては、現行の（11）の改定案の中でその趣旨は書いておるの

かなと考えてございます。また、後段につきましては、ＶＦＭと直接関係ない部分でござ

いますので、今後のプロセスに関する議論をするときに参考にいたしますというふうに整

理してございます。 

 次に７番目の御意見でございます。これは同じく６ページの解説の部分に対する御意見

でございます。 

 これは、ＶＦＭが効率性の議論であるとする根拠が明白でないという御指摘でございま

すので、先ほどの回答の１のところにもございましたとおり、ガイドラインの本文の一１

（２）、（３）にＶＦＭは効率性の議論であるということが示されているということを明

示的に解説に記述してはいかがかというふうに考えてございます。 

 次に８番目の御意見でございます。これも同じく６ページの解説の部分に対する御意見

でございますけれども、必要性と効率性の議論の部分で、民間発意事業の取扱いについて

触れておるものでございますけれども、それはこことは別途説明した方がいいのではない

かという御意見でございますけれども、ワーキンググループの議論では、効率の議論とい

う話の中で出てきたものでございますので、ここでそのまま整理したいという回答案にし

てございます。 

 ９番目の御意見でございますが、資料１－２は７ページ目でございます。解説の部分に

対する御意見でございますけれども、解説の中で、ＶＦＭがどこまで及んでいるかという

計測を行うことは極めて困難であると記述している部分に対しまして、現状課税制度に基

づく税金については十分把握可能であるので、それを解説に書くべきだという御意見でご

ざいますけれども、この部分に関しましては、ワーキンググループでこの記述にするとい

うところで御議論いただいているところでございますので、現行の記述のままにしてはど

うかというふうに考えてございます。 

 ページをめくっていただきまして、意見の 10 番目でございます。解説の方は同じく７

ページの参考の部分に関する御意見でございます。 

 参考１の海外でのＶＦＭの位置付けの解説の中で、英国では、ＶＦＭの考え方は変わっ

てきており、現在では定性的なものも含んだ費用と質の最適な結合から生まれるとの考え
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方をとっていると記述していることに対しまして、この御意見では、過去に定量的な支払

いのみで見ていたという事実はないのではないかという御指摘でございますけれども、ワ

ーキンググループはイギリスにおける考え方は変化してきているという認識で御議論いた

だいているところでございますので、現在の記述のままにしてはいかがかと考えてござい

ます。 

 11 番目の御意見でございます。解説の方は 10 ページをごらんいただきまして、ＰＦＩ

事業の類型とＶＦＭ評価の部分に関する御意見でございます。これは特に今回、改定して

いない部分に対して、ジョイントベンチャーや独立採算型ＰＦＩの場合は、ＶＦＭの評価

以前に、独立採算業務が成立するか否かの精査が不可欠であるであるという御指摘なんで

すけれども、ここは今回の対象外という整理にさせていただくことを考えてございます。 

 12 番目でございますが、解説の方は 11 ページをごらんいただきまして、ＶＦＭの評価

を行なう時点の部分でございますが、ここは、本文は６ページにあわせて修正しておるん

ですけれども、解説は特に書いていなかったんですけれども、６ページに書いておるよう

な解説をこの部分でも書いておくべきだという御指摘でございますので、その御指摘を踏

まえまして、事後評価とＶＦＭの源泉との関係については９ページを参照してくださいと

いうふうに記述を追加してございます。 

 次に、13 番目の御意見でございますが、解説の方は 13 ページをごらんください。 

 ＰＳＣの算定方法に関する部分でございまして、13 ページの解説の部分の右側の削除

の部分に、従来ここに書いてあった記述がありまして、この部分については、ＰＳＣの話

ではなくて、ＬＣＣの話ではないかという御指摘でございます。これは確かに内容はそう

なっておりますので、ここは、13 ページにありました記述を 17 ページのＬＣＣの算定の

部分に移動いたしました。 

 それとともに、管理者等が応募者に意図を伝える時点の話といたしまして、従前は「事

業者選定時」という記述をしていたんですが、それが若干わかりづらいのではないかとい

う御指摘がございましたので、「入札説明書公表時」というふうに語句を修正してござい

ます。 

 14 番目の意見も同趣旨の意見でございます。 

 15 番目の御意見でございますが、解説の方は 17 ページをごらんください。ＬＣＣの算

定方法の部分でございます。 

 ここは全体に対する御意見でございまして、３行目以降にございますように、類似事業

からの積み上げによる算出を大原則とすることを明記して、さらにＶＦＭの算出の根拠を

公表することを追記すべきだという御意見でございますけれども、ここは今回改定してい

る部分でございませんので、対象外という整理をいたしておりますとともに、積み上げに

よることを原則とするべきことについては、解説において記述しているところでございま

すので、その旨を回答案として作成してございます。 

 次に 16 番目の御意見でございますが、解説の方は、同じ 17 ページから 19 ページにか
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けての部分でございます。 

 ここにつきましては、もうちょっと記述を詳細か、あるいは適正にすべきだというよう

な御意見でございまして、１つ目は、ＬＣＣの算出に当たって、事業会社設立費、各種公

租公課、開業準備費用等の開業諸経費というような中身について解説が必要だという御指

摘でございましたので、御意見はそれ以下いろいろあるんですけれども、一番上の部分を

例示にして、解説の部分に追加してはどうかというふうに考えてございます。 

 ＰＩＲＲの部分につきましては、解説の 19 ページでございますけれども、上から４行

目の部分で、「具体的には、フリーキャッシュフローの現在価値総額と投資額の現在価値

を比較し」という部分でございます。ここは、当初は「初期投資費」となっておりました

けれども、この投資は事業期間にわたる投資であるので、「初期」というのは要らないの

ではないかという御意見ですので、そのように修正してございます。 

 それから、ＥＩＲＲに関しまして、リターンに相当するものが株主配当等、投資に相当

するものが出資等という記述がございますけれども、ここは株主配当とか出資だけではな

いのではないかというような御意見なんですけれども、これは等に含まれるというふうに

整理させていただこうかと考えてございます。 

 それから、ＤＳＣＲに関する部分につきまして、修繕投資を長期修繕計画に基づいて実

行する場合は、ＤＳＣＲのみでは評価できないのではないかという御意見でございまして、

それを解説すべきだということでございますので、いただいた解説の案の内容を 20 ペー

ジの一番下の脚注の部分に入れて整理してはどうかというふうに考えてございます。 

 次、17 番目の御意見でございまして、解説は 21 ページになりますけれども、リスクの

定量化に関する部分に関しまして、保険の話を解説すべきではないかという御意見があっ

たんですけれども、この部分も今回の意見募集の対象外ということで整理させていただい

てございます。 

 18 番目の御意見で、解説の方は 24 ページになりますが、割引率の話のところで、解説

の中に英国の Green Book に示されている社会的時間選考率の話を書いておりますけれど

も、これを紹介するときには、楽観バイアスの話も解説すべきだという御意見でございま

すけれども、ここはワーキンググループでもさまざまな考え方が示されているところでご

ざいまして、それを両論併記的に示しているところでございますので、これはワーキング

グループの結果ということで、原案どおりにさせていただければと考えてございます。 

 次に 19 番目の御意見でございますが、解説は同じく 24 ページでございます。 

 これは、割引率について、理論とか英国の事例とか紹介されているが、実務ガイドライ

ンとしては、当面の措置であっても一定の見解を示すべきという御意見でございますけれ

ども、これも同じように、さまざまな御意見が示されておりまして、それを併記している

ところでございますので、原案どおりとさせていただきたいと考えてございます。 

 最後に 20 番目の御意見でございまして、全体についてでございますけれども、ガイド

ラインの本文と解説文の整理がわかりづらいということと、解説部分について、真ん中あ
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たりにございますように、ガイドラインの規定の内容を補足・解説した部分と、理論や学

説の紹介部分が混在していてわかりづらいという御指摘でございますけれども、前段の御

指摘につきましては、解説案の一番冒頭の始めの部分に、囲みの中は本文で、改定部分を

下線で示していること、これは事務局の不手際で申しわけございませんでしたけれども、

これを追加して記述してございます。 

 後段の部分に関しましては、解説につきましては、議論の収斂の度合いにより、さまざ

まな考え方を併記している部分がございますけれども、段階的に議論の内容を世の中に示

していくという趣旨で今回まとめておりますので、御理解いただきたいというふうにさせ

ていただいております。 

 ＶＦＭに関しましては以上でございます。 

○山内部会長 それでは、今御説明いただきましたように、この委員会で御指摘いただい

たこと、パブリックコメントの関係の修正とございまして、資料１－２のように直したい

ということになりますので、これについて御審議願いたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○Ｇ専門委員 １点だけコメントをさせていただいてよろしいでしょうか。 

 パブリックコメントの 16 番ですが、Debt Service Coverage Ratio について、資料１

－２ですと、20 ページに注書きとして追加されています。この内容は、ちょっと奇異な

感じがいたしますので、ぜひとも金融の専門家である松本専門委員の御意見もお聞きして

いただきたいわけです。いわゆる内部留保金、Debt Service Coverage Ratio みたいなも

のを、内部留保も踏まえてキャッシュフローを考えるということは、通常、金融機関はこ

ういうことを考えません。全く別なものを比較しているのではないかという気がしないで

もないわけですね。 

 例えば、これでは特定目的のための内部留保があるから、キャッシュ留保があるから、

Debt Service Coverage Ratio が 1.0 でもいいんだというふうに聞こえるわけです。特定

のキャッシュディフェンシーには充当できるかもしれませんが、これをもって Debt Serv

ice Coverage Ratio が低くてもいいんだという議論にはならないはずなんです。通常は

そう考えるはずなので、ここまで言い切るのはいかがなものかという気がいたします。ぜ

ひとも金融機関の御意見も聞いていただいて、果たしてこの注書きが適切か否かをチェッ

クしてください。私はこれは適切な表現ではないのではないかという気がいたしますが、

どうでしょうか。 

○山内部会長 松本専門委員にもまた伺いますが、いかがでしょうか。 

○事務局 Ｇ先生の今の御指摘でございますが、この案文をつくった段階で、松本委員の

方には、メールでございますけれども、お送りして御意見を伺っております。ただ、18

日までご出張のようでございまして、今のところ御返事はいただいておりません。 

 事務局として、今回取り入れる形で整理をした趣旨は、これは実は作成されたところが

私どものところに来られまして、少し趣旨を敷衍して御説明をされました。先方のおっし
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ゃったことは、ＤＳＣＲという指標だけで見ますと、それぞれの期間ごとに 1.0 を下回っ

ていてはいけないというふうな話になると。そうすると、大規模修繕等があった段階で、

ある特定のタイミングで 1.0 を割るということがあったときに、それがよくないというこ

とになるが、それはむしろおかしいのではないかと。したがいまして、ＬＬＣＲといった

ような指標も併用して、安全性の評価というものを行なうべきではないかといったような

御趣旨でございました。 

○Ｇ専門委員 いわゆる Debt Service Coverage Ratio というのは、yearly でチェック

するとともに、Loan Life 全体と両方でチェックするのです。それとともに、一定時点に

おけるキャッシュフローの欠落というのは、例えば、限定的なキャッシュ・デフェンシ

ー・サポート等をコベナンツ（誓約事項）として構築すればカバーもできますし、代替的

な対応はいくらでも措置できるわけです。それとの兼ね合いですから、これをもって Deb

t Service Coverage Ratio は低くてもいいんだという論拠につなげるのはおかしいんで

はないですかということです。Debt Service Coverage Ratio は 1.0 でもいいんだよとい

うふうなことを読者が誤解しうるような表現はいかがなものかということがポイントだと

思います。 

○事務局 先生の趣旨はよくわかりましたので、さらに、松本委員の御意見も伺って、整

理をしてまいりたいと存じます。 

○Ｆ専門委員 今の点、Ｇさんがおっしゃる意味は確かにわかりますが、ただ、御意見い

ただいた方の意見のように、計算上はこういうことで確かにおっしゃるとおりなんですね。

確かにいろいろな形で積立をしていて。私自身はＤＳＣＲというのは、あまり数値は見て

いなくて、キャッシュフローで見ていますので、民間のお考えのように、ケースによって

違うと思いますので、確かに瞬間的に 1.0 を割り込むという話を否定にされると、民間の

ほうの提案するサイドとして、ケースによっては違うということもあるということであれ

ば、その辺も御斟酌いただいていいのではないでしょうか。 

○Ａ委員 私が審査委員をさせていただいているときのも、Ｆ先生がおっしゃったように、

DSCR が 1.0 をきることがないことを確認するという審査をやってきております。要は、

ＰＦＩ事業におけるキャッシュフローが上手く回るかどうかで、事業の安定性を見ている

のだと思います。しかし、病院ＰＦＩ案件の対象業務の一つである「調達」の場合、提案

書にかくかく云々の方法で業務を行うと記載されていたとしても、実際にその記載どおり

に調達ができるかどうかわからないということからその提案を減点したり、場合によって

はそれでは実施することが難しいということで、有意な提案がなかったとしたりしており

ます。ですから、説明をもう少し加えていただいたほうが良かろうと思います。 

Ｆ先生も指摘されていますが、普通の企業では資金繰りで借り入れをやりますが、ＳＰ

Ｃの場合に、運転資金を借り入れに依存するとするのは無理でしょう。ただ、資金繰りを

内部留保でやりますという提案がされた場合、事業内容如何ではなかなか微妙だろうとい

うのが正直なところです。 
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○Ｇ専門委員 それはコベナンツをとるとか、そういうことしか方法はないでしょうね。 

○Ａ委員 だから、もうちょっと書けばわかる。これだけだと誤解しやすい。 

○Ｄ委員 今の議論となる前提で２つ気をつけていただきたいことがあります。 

 １つは、御意見の中で、大規模修繕投資とありますけれども、大規模修繕投資と小規模、

年々の日常的に行なわれる修繕費用というのは、企業が勝手に決められるものでもないん

ですね。税務を扱っている方はすぐわかります。むしろこれは公認会計士の御意見もとる

べきなんですが、大規模修繕投資というのは、要するに投資とみなされるケース。内容と

規模、期間によって。ですから、特定の期間をとったときに、それが単に１年だけではな

くて長期にわたる場合は、先ほどＧさんがおっしゃったように、１年だけで比較するので

はなくて、もっと長い期間で賄えるということでございますので、大規模修繕投資とぽっ

と持ってきて、議論をそこだけで取り上げるというのは非常に危険なことであると。 

 もう一つは、ＤＳＣＲの分母と分子でございますけれども、今までの議論を伺っていま

すと、ただのキャッシュフローが混同する原因になっているのではないかと。ＤＳＣＲと

いうのは、本来、特定の期間の中で付加価値をベースにして、支払うべき費用の部分に対

して、毎期、毎期、それに対応する収益、収益といっても利益ということではない、その

前なんですが、基本的には付加価値を生み出している、その範囲で賄い切れるかというこ

とを言っているので、当初、資本金で払い込まれたキャッシュでとりあえず賄えればいい

んだということとは全く別次元の話なんですね。確かに一時的に食い違いが起きまして、

1.0 を下回るというのは、あるいは現実問題としてあるのかもしれませんけれども、本来

事業を行なっていく以上は、対応する期間での派生する費用としての、要するに金利ある

いは調達の費用が賄えなければ、これは健全とは言えないと、そういう判断のためのもの

なんですね。 

 一方、キャッシュフローというのは、現実にキャッシュフローがなければ、破産する前

に破綻してしまいますから、重みが違うということでございます。私も元金融機関に勤め

ていた人間としまして、1.0 でなければ絶対にいけないというのとはちょっと違っていて、

事業の健全性を見るための指標でございますので、その辺の違いというのを認識した上で、

今のところは詰める必要があると思います。 

 以上です。 

○山内部会長 この件でほかに御意見はありませんか。 

 今、皆さんがおっしゃったのは、それほど大きな食い違いはなくて、1.0 が絶対ではな

いというようなイメージではあるんだけれども、どっちの方向から見るかということだと

思うんですね。説明を加えるという必要はあるんですけれども、ちゃんと書き出すと長く

なってしまうという感じもいたしますよね。ですから、例えばここで注であることで理解

できるかどうかというのは、もう一度松本さんとも確認していただいて、今の御意見を踏

まえた上で、まとめるということにさせていただこうかと思いますが、それでよろしいで

すか。 



 12

 ありがとうございます。そのほかにいかがでしょうか。 

○Ａ委員 これはＧさんに質問させて頂いた方がよいと思います。細かいことなのですが、

ＶＦＭの計算の時点について、７ページの（２）の２行目のところでは、「事業の企画、

特定事業評価、事業者選定など」とされていますが、11 ページのかこみの箱の中では

「など」とはされておられないんです。ＶＦＭの計算時期について、私はこの３時点でい

いんじゃないかと思うけれども、如何でしょうか。因みに、こちらに「など」と入れると、

事業開始後にＶＦＭが実現しているかどうかという議論になってくるのです。そもそもＶ

ＦＭの算定は公共事業の実施手法の選定方法ですから、事業開始時前までに行うべきもの

と考えられます。加えて、ＶＦＭの算定は一定の予測のもとにすべて出しているわけで、

予測どおりに実際に事業が開始されたときに動くわけはなくて、事業開始後に予想された

ＶＦＭが出てこないこともありうるわけです。現在、地方自治体では、そこのところで議

論が非常に混乱しております。こうした点を踏まえて、「など」を加えるとされた趣旨を

伺わせてくださいませんでしょうか。 

○Ｇ専門委員 これは「など」は消した方がいいですね。明らかに３つの明確な視点でや

った方がいい。なぜか入ってしまったんでしょうか。後ろの方が正しいと思います。Ａ先

生に賛成いたします。 

○Ｄ委員 各段階のある意味で質的な違いというのははっきりしていまして、これはおっ

しゃるとおりだと。ただ、現実に見てみますと、事業の企画段階で１回にとどまらないと

いうことなんですね。つまり、一番最初やって、パブリックコメントをやった、いろいろ

出てきて、また変える。しかし、トータルで見ると、そこは企画の段階なんですね。そう

いう意味での回数というのとちょっと違って、段階と現実の計算なり試算が行なわれる回

数というのは別のことなので、「など」が使われたのかなというふうに思います。 

○山内部会長 いずれにしても、明確化するためには「など」を取った方がよいというこ

とですね。さっきの実施段階、実際に始まってからというのは、別のところでちょっとコ

メントがありまして、そういうことも検討する価値もあるかもしれないぐらいの表現にし

たと思いましたけれども、ということで、「など」は取った方がいいと。 

 そのほかいかがでしょう。 

○Ｈ専門委員 パブリックコメントの 10 に相当する、７ページの囲みの中の最初の「英

国では」というところの記述なんですが、これはよく読んでみたら、御指摘のとおり、ち

ょっとおかしいなという気がするんですね。「バリューが支払いのみで見るべきものでな

く」という、そうなんですけれども、ここで言っているのは、いわゆるベストバリューの

話をしているんだと思うんですが、ここで一言「総合的に見て、ベストバリューという考

え方があるが」とかという形の言葉にした方がわかりやすくなるのかなというふうに思い

ました。「バリューを費用のみで見るのではなく」という表現が、確かに御指摘のとおり

混乱するのかなというふうに思います。 

○Ｇ専門委員 多分７ページ目の括弧は、2006 年の英国政府の報告書からとっているの
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ではないかと思います。ですけれども、この和文が正しいか否かというのは確かにチェッ

クした方がいいと思いますが、表現の問題だと思います。「のみ」とか、そういう断定的

な表現では確かにないはずで、ウエイトの問題だと思います。明らかに 2006 年の英国政

府の報告書においては、今まで定量的なものにあまりに重きを置き過ぎたので、その反省

として定性的なものも重視する考えをとるという表現があることは間違いないですね。表

現の仕方をチェックした上で工夫した方がいいのかもしれません。 

○Ｈ専門委員 Value For Money をそういうふうに定義しているというふうには書いてあ

るんでしょうか。 

○Ｇ専門委員 ええ。それは、Value For Money をこういうふうにしたいという意思が 20

06 年の報告書に書いてあります。 

○事務局 Ｇ先生が今おっしゃった 2006 年の報告書というのは、HM Treasury の報告書

ですか。 

○Ｇ専門委員 そうです。 

○事務局 どういたしましょうか。今のＧ先生の御意見は、断定的に書くということでは

なく、方向性の議論なので、そういったニュアンスに表現を変えるべきだというふうに理

解をいたしましたが、Ｈ先生の御意見もそれで吸収できるんでしょうか。 

○Ｈ専門委員 基本的には、この表現で読めば誤解が出てくるだろうなということですの

で、表現がもう少し丁寧になればいいのだと思います。 

○山内部会長 では、確認をした上で、Ｇ先生の御指摘も踏まえて、そこのところを若干

修正すると。 

 そのほかにいかがでしょう。 

○Ｆ専門委員 パブリックコメントの最後の方でプレゼントバリューの話が出てきていま

すが、改めて 25 ページを読むと、大分御苦労しておられるんですけれども、パブリック

コメントの中で、要するに決めてくれという話もあるんですよね。それについてはいろい

ろ議論したあげく、こういう形ということですね。 

 ただ、文脈がよくわからなくて、いろいろ書いたあげく、割引率はこれを適切に理解し

たうえで、これらを踏まえて当該事業に最も相応しい率を適用すべきものと考えられる、

一応こういう形になっているので、多分読む方からすると、要するにどういうことだとい

う話があるわけですね。 

 それで、正直なところ、これはどの辺まで公表するかは別として、我々としてはある面

で言うと継続審議的なところがあるわけですよね。ただ、この中で私は前から申し上げて

いるんですけれども、これらを踏まえてというところに、ＰＳＣとかＰＦＩ－ＬＣＣのそ

ちらの方の計算またはリスクの解消ということを勘案しながら割引率を採用すべきだと私

は思うんですよね。これらを踏まえてということですけれども、もう少しサービスする意

味で、ＰＳＣとかＰＦＩ－ＬＣＣの計算方法を合わせ、それと整合性をとる形で当該事業

に相応しいとか、何か一つそういうのを入れていただいた方がいいかなと思いますが。 
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○山内部会長 具体的には、最後のポツのところで、「これらを踏まえて」のところを、

ＰＳＣやＬＣＣの計算方法に……。 

○Ｆ専門委員 計算内容やリスクの状況等に応じて最も相応しいものを、何かそういう形

を、少し頭を出しておいていただいた方がいいかなという気がいたします。 

○山内部会長 なるほど。 

○Ｆ専門委員 私自身は、かなり運営部分が多いＰＦＩの場合には、経済的割引みたいな

形の方が強くて、運営部分が少なくて施設整備的なものでリスクも全部解消されて、あと

はとにかく事業として安全確実なものの場合には……。 

○山内部会長 社会的割引率的に？ 

○Ｆ専門委員 それはリスクフリーレートでいいと私は思っていますね。 

○山内部会長 御趣旨はわかりました。そういう考え方もあるけれども、要するに、逆に

混乱しないかというそこだけなんですけれども。いかがですか、ほかの方。 

○事務局 事務局としては、そういう先生方の御意見であれば、そういうふうに直します

けれども、ただ、今のＦ先生のお話は、恐らく事業の性格によって、明らかに割引率が異

なったものを適用すべきだということを、今回間違いなく情報発信してしまうことになろ

うかと存じます。そこがこの総合部会でそういうことだということで御了解であるのであ

れば、よろしいではないかと存じます。 

○山内部会長 ある意味では、これまでやってきた議論の言い分から、ちょっとここを変

えるということなんだけれども、いかがですか、ほかの方、御意見は。 

 例えば、イギリスでという話もあって、イギリスの場合には決めてしまっていると。社

会的割引率的になっているということが一方であるんですね。それから、事業ごとにリス

クを考えてというのが随分議論してきたことで、それも考え方としてあり得るということ

だと思いますけれども。 

○Ｆ専門委員 よけいなものをつけ加えると混乱するのであれば、さらっとこのままでも

いいです。部会の議論としてそういう形を少しこれから。 

○Ｄ委員 これは前からいろいろな意見があって、私の意見も皆さんとは違う部分もある

のかもしれませんが、公共の行う事業を考えたときに、金利、あるいは割引率というもの

を考える局面というのは、私なりにわかりやすく言いますと、要するにＴバーなんですね。

複式簿記的に考えて。左側と右側でそれぞれある。すべての要素が共通になれば、同じ利

率を用いて比較ができるのだろうと。現実には、構造的にも違うし、要素も別に共通の認

識が得られているわけではない。そういうふうに考えますと、今の段階で言いますと、前

にもちょっと申し上げましたが、そのある事業を公共側の部門で選択するかどうか。つま

り、効果、あるいは必要性というふうに考えた場合に、そちらの方で用いる部分と、一旦

やろうと思ってコストで考えた分と、かなり違っているんですね。今、必要性とか効果を

どのように見るかという場合の議論というのは、我々のこの席で行なっていない。これは

なかなか難しい部分。だから、そこのところは誤解を避けた方がいいというのが私の意見
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です。 

 といいますのは、コストの方で社会的割引率と経済的あるいは市場の利率を比較してし

まうという方法もあるかもしれませんけれども、それぞれ別々にするということもあるわ

けです。だから、引き算で差額で考えるということもありますけれども、両方両建てする

ことだってあるわけですから、そういう計算上の違いだってあり得るので、今ここでそこ

まで立ち入るような結論を出すというのは、そもそも難しいといいますか、さらにそれを

触れてしまいますと混同してしまいまして、現実の事業を行なっていくときのＡがいいか

Ｂがいいかという比較をする場合の議論に決してプラスにはならないと思います。 

○山内部会長 結論的にこういう表現にとどめておいてよろしいですか。 

○Ｄ委員 と思いますね。認識はしているという意見はいいけれども、どうすべきとか、

あまり具体的に言ってしまうと問題が起きると。 

○山内部会長 ということでよろしいですか。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

○Ｅ専門委員 ２つあるんですが、１つはパブリックコメントの７番のところで、効率性

と公平性ということに関してコメントされているところが御意見としてあるんですね。そ

れが効率性と必要性という議論のところでされていて、ちょっとずれた質問になっている

と言えなくもないんですが、経済学的な見方として、こういう視点を強調したくなるとい

うのは、何となく同感の部分もありまして、公平性の問題についてある程度脚注とかで触

れるというようなことは考えられないのかなということなんです。 

 １つは、効率性といっても、多分ここの本文は、経済学の教科書に出てくる効率性とち

ょっと違っていて、少し狭い意味で使われていると思うんですね。むしろ、経済学の教科

書的に言うと、必要性とか公共性という方がむしろ経済学の教科書的な効率性に近いとい

うか、ただ、経済学の中でも効率性は狭い意味でも広い意味でも使っているので、注意深

く読めば、わかると言えばわかるんですが、それに関連して、公平性の観点というのがＶ

ＦＭを考える、ＰＦＩの問題を考えるときに、全く重要でないということではもちろんな

いので、例えば公平性を高めるような事業であれば、その分、ＶＦＭにプラスアルファが

あるという、例えばそういう考え方もあり得るわけで、その辺を少し触れてあげるという

ことも、誤解を生まないという意味も含めて、ここでの議論は効率性を狭い意味で考えて

いるということを注意を喚起する意味でも考えられないかなということです。 

 もう一つ、見え消しの資料１－２の９ページなんですけれども、２行目のところに、財

政支出の期待値の低減のみならず、財政支出額の分散が小さくなる、という記述があるん

ですが、この財政支出額という場合は、例えば、地方政府なら地方政府の財政支出全体と

いう意味で使われているのか、個別事業ごとの財政支出の毎年の時系列的なそれを指して

いるのかというので、多分財政支出全体だと思うんですが、この点は、文脈から誤解の余

地はないのか、もし誤解の余地があるとすれば、少し注をつけるということも考えられる

のかなと思いますけれども。 
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○山内部会長 後者のところは、Ｈ先生の御指摘になっていたけれども、ここで言ってい

る財政支出というのは。 

○Ｈ専門委員 これは、どちらであったとしても、プロジェクトのライフサイクルコスト

の現在価値になると思いますけれども。 

○Ｅ専門委員 分散の方ですか。 

○Ｈ専門委員 それも同じく。特定の事業におけるリスクが発生した場合を想定して、当

然、支出というのは確率分布するわけですよね。それの分散が小さくなって、支出額が著

しく大きくならないというような位置づけで評価するというのが、一つの見方としてとい

うか、かなり重要な視点としてとらえられているという認識です。 

○Ｅ専門委員 私の質問の仕方が違ったかもしれませんが、毎年度財政支出が生じますよ

ね。例えば、２年間にわたって財政支出が生じるときに、１年度に集中しないで、２年間

平均して財政支出するという……。 

○Ｈ専門委員 平準化効果みたいな話とは全く違うと思いますけれども。 

○Ｅ専門委員 ですから、そちらではないということは、文脈から明らかと言えば明らか

なんですが、例えば、期待値を下げるばかりでなく、毎年、毎年の財政支出を平準化させ

るというふうにとられると、ここは全然違った意味になってしまうわけですが、あまり文

脈に慣れていない方はそういう理解をする可能性がないでしょうかという質問です。 

○Ｈ専門委員 文章を直した方がいいですね。 

○山内部会長 ちょっと工夫して。 

 前半の話は結構難しくて、要するに配分効率みたいなことで効率という言葉を使ってい

ないですよね。どっちかというと、おっしゃるように狭い意味で、資源配分上の効率とい

うよりも、企業は能率とかという言葉を使う。あれで、ここで効率というのが。だから、

エコノミストが使う言葉の効率とちょっと違うんですね。おっしゃる意味で言うと、もう

ちょっとここで書いてあるように、必要性の議論までいったところの方が、経済学的に言

う効率性に合うんですけれども、基本方針のときからこういう書き方をしているので、多

分それに従っておいた方が誤解がないというふうに思います。 

○Ｅ専門委員 私のポイントは、ここの文脈は全部それで一貫しているので問題ないんで

すが、この文章を見て、効率というので公平性はなぜ出てこないんだろうと反論される気

持ちがすごくわかるので、その辺の公平性の議論をどこかで、ここではあえて触れないよ

うにしているという注をつけておいていただけると、そういう誤読がなくなるのではない

かなということです。 

○山内部会長 それで、公平性なんですけれども、指摘の７番で言っている公平性という

のは、要するに、競争事業者間の公平性みたいなことですよね。もう一方で、通常は効率

性と公平性と言った場合には、分配上の公平性みたいなことを我々は想起するんだけれど

も、それでＦ先生がおっしゃったのは、その意味では納得的なんですけれども、ここで言

っているのはどうも競争上の公平ということなので、ちょっと意味が違うんですね。おっ
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しゃるようなことで、効率性があるなら公平性をどう考えるかということをどこかで書か

なければいけないんだけれども、多分この議論が出てきたのは、今回の Value For Money

の改定に当たって、Value For Money の目的は効率性の議論だということを明確に最初に

書いてあるんですね。だからこういうのが出てきたわけですけれども、それはもともと基

本方針の中にいろいろ書いてあることなので、その辺で読んでもらうしかないのではない

かというふうに思っています。ということで御理解いただければと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○Ｈ専門委員 15 ページの下の方に赤字で加わったところで、これは、コスト分析では

こういう言葉を使っているのかもわからないですけれども、いきなり「活動因子と活動の

あり方を定義し、配賦計算する考え方」という表現が、補足説明としてわかりにくいので

はないかなと。内容は大体わかりますけれども、もう少し文章をわかりやすく書いていた

だいた方がいいかなと。これは印象ですけれども。 

○山内部会長 事務局と話し合って、ＡＢＣ会計の内容が書かれていたんだけれども、逆

に言うと、ＡＢＣ会計のようにと書いてしまった方がわかりやすいかもしれませんね。 

○Ｈ専門委員 そのとおり。 

○事務局 そのように直します。 

○山内部会長 そのほかいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 私、中身はほとんどわかっていないんですが、文章的にちょっと気になったこ

とで、６ページの枠の中の（10）。ここはさっきも問題になっているところですが、「Ｖ

ＦＭは単に計算すればよいというものではなく」云々といって「各段階において段階的に

試みられる」。文章がこれでいいのかどうかというのがちょっと気になりまして、それは、

要するに、ＶＦＭ評価とか、あるいは段階的に評価が試みられるとか、いずれかにすべき

ものではないかという直感的な印象を持ったんです。それは、後ろの方の、先ほど問題に

なりました 11 ページのところの表現、検討を深めつつということとの比較でそう思った

んですが、私の理解が間違っているかもしれません。最初のところは確かにＶＦＭとは何

かを議論しております。 

○山内部会長 どちらかというと、なぜこれが入ってきたかというと、事業の企画とか、

特定事業評価、事業選定を各段階でやるのが大事なんだというところを強調するために

（10）があるわけなんですね。その意味では、Value For Money は単に計算すればよくと

いうことと、改善を図るべきものであるというところが結びついてしまうんですけれども、

Value For Money を総合的に言っているのではなくて、各段階でやるということと、それ

ぞれの段階に合わせて、その内容を検討すべきだということなものですから、こういう文

章になっているということだと思うんですね。 

 ですから、総合的な注として言っているのではなく、もうちょっと特定して言っている

つもりなんですけれども、おっしゃるように、読んだときにはそういうふうにとられてし

まう可能性はあるということですね。 
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○Ｂ委員 解説の７ページでは大丈夫だと思うんですね。（２）の下の方、これはこれで

問題ない。 

○山内部会長 なるほど。 

○Ｆ専門委員 確かにおっしゃるように、「各段階において、段階的に試みられる」とい

うのはちょっと不十分な感じがするので、各段階において、そのときの状況を踏まえてと

いいますか、そのときの状況だから、それぞれの段階によっていろいろな条件が違ってき

ているわけですね。確度とか。だから、そのときの状況を適切に反映してとか、後の方の

段階的にというのはそういう意味なんですね。 

○山内部会長 そうすると、この文章で言うと、各段階においてスキーム云々で改善を図

るべき、要するに改善を図るときに、Ｆ先生がおっしゃったような状況を踏まえて、適切

なかかわり方をするとか、そういうようなことも入ってくるとわかりますね。そこのとこ

ろを補足をさせていただきたいと思います。 

 そのほかにいかがでしょうか。 

○Ｄ委員 おっしゃるとおりなんですけれども、この表現が加えられたというのは、単純

にそろばんで計算するとか電卓で計算するというだけではなくて、だんだん話を詰めてい

くと、プロセスそのものも改善されていくであろうというところをきっちりと詰めながら

ということなんですね。その目的が認識されない方が読んでしまうと、ここのところは間

違えるかもしれないので、ちょっと触れられたらいいと思います。 

○山内部会長 その辺、言葉を補うといいですね。 

○事務局 ガイドラインの本文の表現を少し工夫をするということですね。 

○Ｄ委員 はい。 

○山内部会長 そのほかにいかがしょう。 

 大体よろしゅうございましょうか。パブリックコメントにかけて、また今日御意見を伺

いまして、基本的にそれほど大きな修正はないかと思いますけれども、先ほどの Debt Se

rvice Coverage Ratio のところとか、幾つか確認をした上で修正すべき点があります。

これについては、御意見を踏まえた上で修正をして、29 日の委員会に報告したいという

ふうに思っています。私の方に御一任をいただくということでよろしゅうございますか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、そういうことで、続いて、プロセスの方のガイドラインについて御説明いた

だいて、これも御審議願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

プロセスガイドラインの一部改定について 

○事務局 それでは御説明させていただきます。 

 プロセスのガイドラインの関係でございますが、前回の部会でも御審議いただきました

けれども、審査方法に関するもの、総合評価に関するものと２点でございます。 

 まず、審査方法の関係でございますが、資料２－１から２－４が相当いたします。これ
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につきましては、前回御意見をいただいたものを反映させたものをパブリックコメントに

かけてございます。 

 まず、資料２－３をごらんいただきたいんですが、②のオのところでございます。「審

査委員会で審査する事項のうち専門性の高いものについては、当該事項の専門性を踏まえ

た審査委員を選定し、専門分野ごとに審査を行うこと」というのが前回提示させていただ

いた案ですが、ここについて御審議いただきましたので、それを踏まえまして、山内部会

長と御相談の上、右側の下線部のところでございますが、「専門分野ごとに審査を行う等、

事業の規模等に応じ、当該事項の専門性にふさわしい審査のプロセスを確保すること」と

いうふうな修正を加えた上でパブリックコメントを出させていただいております。 

 そのパブリックコメントで出された意見でございますけれども、先ほど事務局の方から

御紹介させていただきましたとおり、３主体から計６件の御意見をいただいておりますの

が、お手元の資料２－４でございます。資料２－４につきまして御説明をさせていただき

ます。 

 まず、左端にそれぞれ意見の番号をつけてございますけれども、まず１番目の意見でご

ざいますが、これは、プロセスのガイドラインにつきまして、「本申し合わせ」とありま

すけれども、これは、昨年 11 月に段階的事業者選定と対話方式等を内容とします関係省

庁連絡会議幹事会の申合せを行っておりますけれども、その本申し合わせ内容を反映させ

まして、申合せとガイドライン改定の内容との整合性を図ることが適当であるという御意

見でございますが、これは今回のパブリックコメントの対象外でございますので、対象外

という整理をさせていただいております。 

 次に、意見の２番目から５番目でございますけれども、ここは前回提示をさせていただ

いた案で言いますと、ウのところ、「審査委員会の審査の効率性や実効性を確保するため、

提案内容の要約版を応募者に提示させる等の工夫を行うこと」と前回提示いたしましたが、

要約版についての御意見が２番から５番のところでございます。 

 具体的に申しますと、例えば２番では、別途提案書の概要版を作成させることは、応募

負担をさらに増大させるものであるとか、あるいは提案書本文自体の審査がおろそかにな

されることが懸念されるということ、意見の３番目も大体同じような内容でございます。 

 ４番目の意見では、提案書自体の全体ボリュームを小さくする等の工夫を行うべきであ

ると考えるということですとか、あるいは意見の５番目ですと、要約版での審査では、事

業者の本質的な提案内容が伝わるのか疑問であるですとか、あるいはその位置づけとして、

例えば専門外の審査員が全体を把握するためのものと明確にすべきと考えますというよう

な御意見をいただいております。 

 この意見の２番から５番につきましては、御指摘を踏まえまして、事務局としましては、

以下のとおり追記をしたいと考えております。 

 意見の２番で申し上げますと、右のところでございますが、前回提示したものに加えま

して、「なお、要約版を応募者に提示させる場合は、その負担に配慮するとともに、その
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位置づけを明確にすること」というような追記をしたいと考えてございます。 

 意見の４番でございますけれども、要約版のほかに、後段のところでございますが、意

見の４番では、全審査委員が提案内容を詳細に把握できるように、ヒアリングの時間を十

分にとる等の対応をすべきであるという御意見をいただいておりますけれども、これは、

前回の当方から提示させた案でございますと、カの部分でございますが、「審査委員会へ

の審査に当たっては、十分な時間的余裕をもって審査できるよう配慮すること」というふ

うに案文で書かせていただいておりますので、こちらをもって対応させていただくという

整理をさせていただきたいと思います。 

 意見の６番目でございますが、これは前回の部会でも御議論をいただいたところでござ

いますが、御意見では、「専門家が１名の場合には、その委員の意見にのみ評価が委ねら

れ、多角的な視点による議論や評価がなされず、さらには客観性にも影響が生じる懸念が

ある」ということで、複数の委員を選定し、審査を行うことにしていただきたいという御

意見でございますけれども、これは前回の部会でも御議論いただきましたとおり、審査事

項の分野、事業の規模等により、必ずしも複数の委員が必要かどうかというのは一概に言

えないということでございましたので、そういった御議論を踏まえまして、原文どおりと

させていただきたいと考えてございます。 

 パブリックコメントの意見につきましては以上でございますので、したがいまして、ガ

イドラインの改定の中身としましては、前回の部会で提示させていただいたものからの変

更点としましては、まず、ウのところで、要約版につきまして、「なお、要約版を応募者

に提示させる場合は、その負担に配慮するとともに、その位置づけを明確にすること。」

ということを追加したこと、それと、オのところにつきまして、「前回の御議論を踏まえ

まして、専門分野ごとに審査を行う等、事業の規模等に応じ、当該事項の専門性にふさわ

しい審査のプロセスを確保すること。」というふうに改めさせていただいた、その２点が

前回提示した案からの修正点でございます。 

 審査方法に関しましては以上でございます。 

 それと、資料の３をごらんいただきますと、総合評価の方でございますけれども、こち

らにつきましては、パブリックコメントでは特に御意見はいただきませんでしたので、こ

れは前回の部会で提示させていただいたものと全く同じでございまして、基本的には平成

17 年の法改正におきまして、事業者選定においては総合評価方式を原則とするという改

正を行っていただきましたので、その条文に沿った形でガイドラインを改定するというこ

とでございますので、中身につきましては省略させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 お聞きのように、プロセスの方は、②のウについての御意見があって、そこを改正した

ということでございます。 

 これについて、何か御意見あるいは御質問等ございましたら。 
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 要約版を出せといったら、それではまた大変だから、位置づけをはっきりしろと、費用

負担にならないようにしてくれという御意見だったということですね。 

○Ｆ専門委員 要約版というのは何でしたっけ。 

○Ａ委員 Ｆ先生が審査委員をなさっておられるときに、分厚い設計図書と仕様書を見せ

られて、そこに意味のある提案があるかどうかを全部検討していただくというのは実際上

極めて難しいというのはよく承知しております。実際に事務局側で審査の準備をするとき

に、民間事業者の提案の趣旨がなにで、どこに提案の「売り」があるのかということを正

確に理解することが非常に重要な問題、課題だと、常々感じております。審査の方法には

いろいろなやり方があって、事務局の方で応募者の提案を取りまとめて、それぞれの提案

趣旨、概要等を委員の先生方にご説明申し上げる場合もありますが、事務局による取りま

とめでは、事務局の偏見が入るから、それはどうかということが指摘されることもあり、

その場合には、事務局で応募者の提案書をもとにして、必要な箇所を切り貼りをして、提

案概要書を作成することもあります。以前の部会の席だったと思いますが、土屋さんがお

いでになったときに、民間事業者が提案概要書を作成することはどうなんですかと伺った

ところ、事務局で作成するとすると、事務局が提案内容を誤解して要約版を作成すること

がありうるが、そうであれば自分たちで要約版をつくった方がそういう意味でのリスクは

ないし、さして追加のコストがかかるものでもないという趣旨の発言をなさったと記憶し

ております。もしそうであれば、民間事業者による要約版の作成はいかがですか、という

ことうを申し上げていたのです。 

○Ｇ専門委員 これは、私はエグゼクティブサマリーだと思いますし、これで結構だと思

いますよ。このコメントも全く問題にしませんけれども、負担がかかる、追加的なコスト

がかかるというのは、本論を逸脱したような御議論で、提案の全容を簡略に把握し、その

ポイントは何かというのはつくった人が一番よくわかるはずです。また、それをセールス

ポイントとして正確にまとめることができないような事業者は、正直言って能力がないと

思いますね。 

○Ｄ委員 おっしゃるとおりでございまして、第三者が勝手にゆがめてやるよりは、本人

が書いた方がよっぽどいいというのはおっしゃるとおりですし、説得したいという意思が

あれば、この間もゼネコンを代表される方が、そんなに難しいことではないという御認識

もある。これはこれでよろしい。 

 ただ、１つ書くときに気をつけていただきたいのは、これが多段階選抜の最初の要点を

やるところの部分であるんだというふうに受け取られないようにしてほしいなと。これは

全く別の議論でございますので、だんだん詰めていくというのは方法論としてあるのだろ

うと思いますけれども、そういうための要約版ということではないんだということをはっ

きり認識した上での表現にしていただきたいと思います。 

○Ｆ専門委員 私もそこの誤解があったので、先ほど何でしょうかと申し上げたので。何

かちょっと唐突なんですね。これは改定案として出されて、審査委員会の効率性を確保す
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るための要約版を応募者に提示させる等の工夫を行うこと。ちょっと唐突な感じはします

ね。わかりました。とにかく全体の提案のエグゼクティブサマリーを出せということの工

夫をさせる。正直言って、私は提案する方の立場からすると、よりよく理解していただく

ために、そんなことを言われなくたって、一番よくわかっていただくエグゼクティブサマ

リーを通常はつくりますけどね。 

 これはどうも民間事業者の方に聞くと、社内の体制、グループの体制のやり方によるみ

たいで、全体のサマリーがまずあって、それからずっと落としていくやり方の場合にはつ

くりやすいんですよね。でも、あっちこっちばらばら作業を分担して、それで上がってい

くと、サマリーがつくりにくい。どうも応募する方の作業の仕方のプロセスにもよるみた

いですね。 

○山内部会長 であったら、よけいつくった方がいいですね。よくヒアリングなんかする

と、いかにもこれは話し合いが不足しているなというケースがあったりしますよね。 

 ただ、ここで恐らく今回のコメントで出てきた重要な点は、位置づけを明確にする一言

は入れておいた方がいいと思います。それは、この要約というのはどういうもの、審査は

ちゃんとした提案書でやるわけだからということが基本ですし、先ほど御指摘のあった、

多段階選抜の場合のサマリーとちょっと違うんだというようなこともきちっとしなければ

いけないし、そういう意味では、そっちの方が。単に配慮するというのは、これはそうい

う御指摘があったので入れたということだと思います。 

 Ｆ委員おっしゃるように、これがウという項目で、ア、イ、ウで入ってくると、ちょっ

と唐突かなと思わないこともないですよね。もうちょっと本質的な、例えば、審査委員会

は、専門性の高いものについてはという西野先生の遺言的なものの方が重要度としては高

いかなという気もするんですね。だから、順番を考えるという手もあるかなとは思ってい

ます。その辺を工夫させていただいて、よりよい方向で。もし今御提案があれば伺います。 

○事務局 それでは、今の山内部会長のお話を踏まえて考えますと、カの項目で「審査委

員会での審査に当たっては、十分な時間的余裕を持って審査できるよう配慮すること。」

という項目がございます。これは要は、非常に大部なものを短い時間の中で審査委員の皆

様方に審査をしていただく、そういったことを考えて、より適切に、より効率的に審査が

行われるようにという趣旨から入れておるものでございます。 

 先ほど、多段階審査等との絡みで、ウの表現が誤解を招くという御指摘があったわけで

ございますが、それはそのとおりでございますが、ウの趣旨は、本来、今申し上げたカの

趣旨とほとんど同じ。それの一つのバリエーションなんですね。どういうふうな形でやる

かというところでございますので、もし山内部会長の趣旨が、順番を変えることによって、

そこら辺の趣旨を明確にすべきだということであれば、Ｄ先生やＦ先生がおっしゃってい

るようなお話にもうまく整合性がとれるので、そういった方向で工夫をさせていただけれ

ばと思いますが、いかがでございましょうか。 

○Ｄ委員 私の方はそんなに重要な指摘じゃない。例えば、ウのところで「確保するた
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め」とありますね。それは「必要に応じて」とか「審議に資するため」とか、こういう趣

旨が入っていればいいんだろうと思います。 

○Ｇ専門委員 今は審査委員会を設ける点の留意点なわけですから、一方、事業者に対し

て要求する項目なので、項目を別にして３にして、今、Ｆ先生がおっしゃった注意書きと

ともに別の観点から同じことを書けば、もう少し誤解がなくなるのではないでしょうか。 

○山内部会長 それも含めて工夫しますか。趣旨内容については御理解いただいていると

思いますので、誤解のないような形の並べ替えか、あるいは項目の立て方か、考えさせて

いただきます。ということでよろしゅうございますか。 

 それではほかに何か。 

 Ｆさん、これも御趣旨を踏まえまして 29 日までに修正いたしまして、原案という形で

提出させていただこうと思いますので、よろしくお願いします。 

 

その他 

○山内部会長 さて、それで、今日の御審議願う事項は大体こういう内容なんですが、そ

の他ということで、今後の審議に関して、皆さんにいろいろ御意見を伺おうかなというふ

うに思っていまして、一昨年にＰＦＩ法が改正されまして、附則の第２条で、政府は少な

くとも３年ごとにこの法律に基づく特定事業の実施状況について検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるものと、こういうふうになっているわけですね。したがいま

して、今後、総合部会で審議をする、それについて 29 日は委員会をやりますけれども、

委員会での決定を経た後に、11 月ぐらいをめど、11 月というのは、この委員の改選期に

なるんですね。委員の方は２年ごとですから。これのめどとして、総合部会でＰＦＩの諸

課題について幅広く議論して、それを取りまとめるということが必要かというふうに考え

ています。こういう進め方について、皆さんの意見をとりあえず今日伺いたいというふう

に思っています。 

 それで、正式には 29 日の委員会でまたそれを御議論いただいて、こうするということ

の方向性を決めていただけると思うんですが、平成 16 年に推進委員会で取りまとめまし

たＰＦＩ推進委員会の中間報告というのがございまして、これでこんなような課題がある

ということが出されて、その後、何をやってきたかということについて、事務局で取りま

とめてもらっていますので、まずそれを簡単に御説明いただいた上、11 月ぐらいまで何

をするかという議論を皆さんにお願いしたいと思います。その辺の御説明をお願いいたし

ます。 

○事務局 それでは、参考資料３に中間報告に関する取組状況についてという紙と、その

下に平成 16 年の中間報告、本体の冊子がつけられてございますので、そちらをごらんく

ださい。 

 まず、取組状況についての２枚紙でございますけれども、枠の一番左から中間報告本体

のページ番号と「ＰＦＩの重点課題とその対応」とありますのは、その本文の抜粋でござ
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います。それと、「現在までの内閣府等の取組状況」ということで、中間報告以降に取り

組んできたものを整理させていただいています。 

 簡単に御紹介をさせていただきますと、まず、本文 11 ページのところでございますけ

れども、こちらについては、政府は、今後もＰＦＩの実施状況について引き続き検討を加

え、その結果に基づき必要な措置を講ずる必要があるということでございますので、昨年

の総合部会で報告をさせていただきましたが、公共施設等の管理者等へのアンケート結果

というものでニーズの把握をしているというものでございます。 

 それと、12 ページのところでは、「官民間の適切な責任・リスク分担の実現」という

ところで、リスク分担と事業契約及び直接契約上の基本的な論点、特に融資金融機関等に

よるステップイン手続きについて新たに調査・検討を行うべきであるという御指摘がござ

いましたので、これにつきましても昨年の総合部会で御報告をさせていただいております

が、ＰＦＩ事業における金融に関する調査についてということで、現状の課題と整理をさ

せていただいたものでございます。 

 それと 13 ページ目のところでございますが、同じく「官民間の適切な責任・リスク分

担の実現」のところで、「内閣府をはじめとした政府は、適正な手続きの担保など国有財

産の管理の観点等も踏まえつつ、行政財産である土地の貸付けを、公共施設等の管理者等

が適切と認める者に対しても認め、民間収益施設を選定事業者以外の者に譲渡することが

可能となるようＰＦＩ法を改正することについて、積極的に検討すべきである。」とござ

います。 

 こちらにつきましては、ご案内のとおり、平成 17 年にＰＦＩ法の改正を議員立法によ

り行っていただきました。その次のページでございますが、冊子の 17 ページに相当する

ところですが、「事業者選定の在り方の検討」というところで、「政府においては、ＰＦ

Ｉ事業にかかる民間事業者の選定及び協定締結手続きの実態調査と必要な措置についての

検討が行われるとともに、ＰＦＩ法附則第三条に基づき、公共施設等に係る入札制度の改

善の検討を踏まえつつ、公共施設等の管理者等にとって最も望ましい事業運営を行う事業

者選定のあり方について継続的に検討を加えられる必要がある。」という御指摘がござい

ました。 

 これにつきましては、昨年 11 月に「ＰＦＩにおける今後の入札契約制度の在り方に関

する調査」を公表したほかに、同じく 11 月にＰＦＩの関係省庁連絡会議幹事会申合せと

いう形でまとめさせていただいております。 

 その次に冊子の 18 ページに相当する部分、「ＶＦＭ評価の客観性・信頼性の向上」の

ところでございますが、こちらについては、政府については、漸次、ＶＦＭ評価の客観性

及び信頼性を高めていくため、ＰＳＣ、割引率等の考え方についての研究とその考え方に

基づく実務的な算定のあり方について、ガイドラインの改定も視野に入れ、引き続き理論

的かつ実証的な検討を行う必要がある。」という御指摘がございました。 

 これは、これまで御審議いただいたとおりでございますが、取組状況としましては、昨
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年に「ＶＦＭガイドラインに関するフォローアップ調査について」を公表したほか、これ

まで御審議いただきました「ＶＦＭに関するガイドラインの一部改定及びその解説」を公

表させていただくことになろうかと思います。 

 その次に、19 ページ相当のところですが、「いわゆる「イコールフッティング」論」

というところで、平成 15 年の与党税制改正大綱を踏まえて、「政府は、引き続きＰＦＩ

に係る税制上の必要な措置のあり方について検討する必要がある。」という御指摘がござ

いました。 

 これにつきましては、17 年度の税制改正におきまし、ＢＯＴプロジェクトであって、

公共体性が強く、民間競合の恐れがないものと、一定の要件を満たすものにつきまして、

不動産取得税、固定資産税、都市計画税について課税標準を２分の１とする特例措置を５

年の限度で認めていただいておるものでございます。 

 その下にまいりまして、20 ページに相当する部分ですが、「政府は、引き続き、講じ

られている措置や検討の状況のフォローアップを行うとともに、イコールフッティングの

実現に向け、必要な措置のさらなる拡充を目指す必要がある。」という御指摘がございま

した。 

 こちらにつきましては、平成 16 年に「地方公共団体がＰＦＩ事業を実施する際の国の

補助金等の適用状況について」というのを公表させていただいておりまして、その中で、

それぞれＢＴＯ、ＢＯＴごとに補助金の適用状況がそれぞれ 90％ですとか 69％に上がっ

てきているという状況を御報告させていただいております。 

 その次のページにまいりまして、冊子の 21 ページに相当する部分ですが、「官民間の

取引コストの縮減」というところで、公共部門が円滑にＰＦＩの導入を図るために必要な

「ＰＦＩ導入検討段階からＰＦＩ事業の終了までの手続き」等についての新たな調査・検

討、それとＰＦＩに関するデータベースの充実等の御指摘がございました。 

 これにつきましては、右側に５つ並べておりますけれども、平成 17 年には「地方公共

団体におけるＰＦＩ事業導入の手引き」を公表させてございます。それと、18 年の 12 月

には「ＰＦＩアニュアルレポート」を公表しております。それと、平成 18 年から 19 年に

かけてでございますけれども、「ＰＦＩ導入段階・契約段階・供用開始段階における助

言・指導等に関する事業」を実施しております。それと、17 年度の法改正セミナー、こ

れは平成 18 年の１月から３月に、全国８カ所でセミナーを実施しております。それと 17

年の７月には、第１回の日韓定期ＰＦＩ推進会議を開催しております。 

 こういった取組を現在までにさせていただいておるという御紹介でございます。 

 以上でございます。 

○山内部会長 ありがとうございました。ということを踏まえて、さっきの法律の附則に

ありますように、実施状況について検討を行うということですので、11 月ぐらいまでに

何をしたらいいかということを皆さんに御意見を願いたいと思います。フリーディスカッ

ションでいきたいと思いますので、いかがでしょうか。 



 26

○Ｃ委員 参考資料３のメモとは直接関係ないんですが、今座長がおっしゃられたように、

今後の展開ということで、私自身は防災ということにかかわっているんですけれども、実

は大規模な地震などの災害が起こった後のさまざまな自治体が行う災害対応業務の多くは、

通常、行政が行う業務とは全く質の異なった業務がたくさん含まれております。 

 例えば、神戸の地震のときには、1,000 カ所 30 万人もの避難者に１日２回食事を届け

続けるといったような物資の配給とか、５万戸の応急仮設住宅の管理運営、それから、２

年で収束をするというときの出ていっていただくまでの手続き、解体・撤去の話、あるい

は先般の能登半島地震でも起きたんですが、被災者の方に出さなければいけない罹災証明

書の発行というのは、住宅の壊れ具合を見て、全壊だ、半壊だという判定をした上で罹災

証明書を出します。それも、例えば保育士さんとか病院の職員とかを総動員しながら、壊

れた建物の評価などという、建築の専門家でも普段やらないような業務をこなさなければ

いけないと。 

 そういうことをずっと見ておりますと、防災の分野で、ＰＦＩといいますか、餅は餅屋、

民間のそもそもそういった技術、ノウハウを持ち、業を営んでいらっしゃる方たちとの関

係を持つということが、最終的には非常に質の高い防災サービスを被災した国民に提供が

できる。もちろん、コスト、事業期間の大幅な削減にもつながるというふうに強く感じて

おります。 

 経験則的にあの災害が起きたときに、自治体の職員が、自分たちにはどうにもならない

ので、大手のパンメーカーにパンを運んでくれよというふうに一部事業をお願いするよう

なことはあるんですけれども、どうしても防災ということになりますと、災害対策基本法

の規定の中で、第一義的な責任は市区町村長が負わなければいけないという定めがありま

して、どうしても全部行政がやらなければいけない。また、国民の側も、防災対策という

のを行政がやらないで民間がやるということになると、いかにも行政が責任を回避してい

るといったような意識も、ほかの分野ほど民間委託が望ましいんだといったような意識が、

行政の側にも、サービスを受ける国民の側にもまだまだ根づいていないといったような段

階にはあるんですが、こういった考えを防災の中に取り入れていくべきではないかと思っ

ているんですが、そこで、御専門の先生方がいらっしゃる中で、ぜひそういった分野でも

こういう方向性で考えていくことが可能なのかどうなのか。あるいは可能とするためには

どんなことを解決すべきなのか。あるいはＰＦＩの冊子の見直しに当たって、そういった

分野での検討も視野に入れていくということを入れることが可能かどうなのか、そのあた

りについて、ぜひ先生方の御意見を教えていただければありがたいなと思っております。 

 以上です。 

○山内部会長 今ここで防災についてＰＦＩがどういうふうな働きをできるかということ

を具体的に論じることはできないと思うんですけれども、敷衍して考えると、今までＰＦ

Ｉは使っていなかったけれども、こういうことはＰＦＩの手法を使うと、社会的な意義が

あるのではないかというような分野についていろいろ議論していくというのは一つの論点
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になって、そういう意味では、いつもＨ先生がおっしゃっているような、例えば土木事業

というのもそういう一つに入るでしょうし、そういったことがなぜできないかというのも

論点としては一つあると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○Ｆ専門委員 少し議論をするたたき台という形で。 

 ＰＦＩができて８年目ですか。前回、法律改正して、これから何をやるかと考えるとき

に、法律改正というのは結果論であるので、法律改正に必要なことを今から考えて検討す

るという話は、順番が逆かなと思うんですね。ＰＦＩというのをよりよい制度にして、公

共調達の効率化をするという観点で不断にやっていくという形だと思うんです。いろいろ

あると思うんですけれども、ざっと言いますと６つぐらいあると思うんです。 

 １つは、事業者選定方式について、もう少し不断にといいますか継続的に、またさらに

検討して、特に現行法制とのかかわりの中で、一応今結論が出ているわけですが、さらに

どういう形がいいのかという形は、さらに継続的に検討する必要があると思います。 

 それから、行政財産の活用についても一応法律的な形はできているわけですが、特に公

物管理法との関係でいって、これもやはり継続的に検討する必要がある。 

 ３番目に、標準様式、これは諸外国に比べて日本はかなり遅れているわけなので、標準

契約書、標準様式の検討が３番目だと思います。 

 ４番目が、民間事業者の形態ですね。今、グループで応募しているわけですけれども、

どういう形で民間事業者、ＳＰＣがどういう事業主体という形で考えるのか。これはここ

で考えるべきかどうかわかりませんが、特に今、指名停止の問題が非常に多くて、そこと

ＰＦＩの事業主体との関係をどういう形で考えるのか。これは単なる問題提起という形で。

ただ、何かの形で頭の横っちょの方で考える必要があると思います。 

 ５番目が、先ほどおっしゃいましたファイナンスとかＳＰＣの債権の流動性の問題。 

 最後は、Value For Money について、今回、一応の改定をするわけですけれども、これ

についても少し積み残しがある。 

 そういうことでいくと、議論のたたき台として６つほど申し上げましたが、こういう形

で全体的にＰＦＩの仕組みが公共調達の効率性をちゃんと担保しているのかどうかという

形を全体的にやっていく必要があると思います。 

○山内部会長 どれも重要な問題。重いですね。 

 今日はいろいろな御意見をフリーに出していただこうと思いますので、いかがでしょう

か、ほかに。 

○Ｇ専門委員 項目的にはＦ先生に賛成です。我が国の実際のＰＦＩのあり方ですけれど

も、ＰＦＩはもはや特殊な事業ではなく、誰でも参加できるビジネス・アズ・ユージュア

ルになってきて、制度や実務慣行をよりよくするという市場における参加者の熱意がだん

だん薄れてきているような気がします。勿論ＰＦＩが普及したという意味では明確な政策

効果があったのでしょう。 
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 やはりこれは、ＰＦＩというのを１つの型に入れてしまって、ＰＦＩはこんなものなん

だという考えが市場で固定化してきたということです。一方この現状は実際の慣行の中か

ら制度的な課題を抽出し、制度のあり方をよりよくするという努力には繋がっていません。

例えば入札手続きとか、事業者選定手続き、評価のあり方などのあるべき規範は、さまざ

ま問題や課題がありながらも、それを覆い隠すような格好で実務慣行ができてしまってい

る。 

 ここから先は、国が何らかの形でもっとベストプラクティスを探し出して広めるとか、

規範をつくるとか、標準化を進めるとか、実務と政策があいまって、よりよいシステムと

慣行へと昇華していく過程が必要なのですが、我が国にはこれがないんですね。もう一度

積み残しのガイドラインとか規範のあり方、分野別の課題や検討必要項目などをマトリッ

クスにしながら整理すべきだと思います。一方、まだ議論が全く進んでいない分野もある。

例えば、直接契約のあり方などです。直接契約の実務慣行は、市場の参加者の努力でかな

り進んでいるのですが、それは万人の共通の知見になっていないと共に課題を内在化して

います。マーケットの知的レベルが上がっていないわけです。一部の人たちは確かにいい

成果を残されて、少しずつマーケットのレベルが上がっているかなと思いますが、残念な

がら少数の人たちだけがそれを握っていて、それが国民なり市場の共有財産になっていな

いわけです。これだと、官民の知的レベルが上がっていかないですね。こういうのを是正

しながら、情報公開を進めて、規範のレベルをもっとアップさせるような行動は、国とし

てもとれるし、地方公共団体にも同様の動きを促すとか、いろいろなことができるのでは

ないかと思うんです。国だけでＰＦＩの推進を図ると私は当然思えませんし、地方公共団

体とか、実際に参加されている民間の人たちの協力を得ながら、何かまだ一つ、もう少し

積極的なアプローチができるのではないかというふうに思います。 

 まだ 11 月まで時間もありますから、何が問題なのか、もう一度整理をした上で、どこ

までやるのかを検討するべきでしょう。あるいは課題の指摘のみで積み残しになるかもし

れません。少なくとも推進委員会でも御議論願いたいのは、基本的な方向性、何をやるの

か、どういうマイルストーンでどういう成果物を期待しているのか、それの御議論をぜひ

とも推進委員会でもやっていただきたいと思います。 

○山内部会長 そのほかいかがでしょうか。 

○Ａ委員 現在、実務において一番問題になっているのが性能発注です。抽象的には性能

発注が何かは分かるけれども、具体的に PFI 事業を進めていこうとすると一体何なのか、

実務的、具体的な点でよくわからない。例えば、性能発注をしようとする場合、要求水準

書に一体何を書けばいいのだろうか。性能発注をする場合の契約という点から見た場合に、

事業契約という「紙」の部分がありますが、実はこれは｢薄皮｣の部分にすぎず、契約書の

中身の部分、つまり「あんこ」の部分は全部要求水準書に記載されることになるわけです。

つまり、民間事業者は、施設を整備して、サービスを提供するわけですが、これらはすべ

て要求水準書の記載に従いなさいと、こうなるわけです。ですから、要求水準書の記載は、
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少なくとも契約内容が特定できるほどに、明確でなければならないということになります。 

 性能発注するときには、どのような施設整備を求め、どのようなサービスの提供を求め

るかを要求水準書に記載し、それを提供する具体的な手段・方法について、民間事業者か

ら提案を受けるわけですから、民間事業者が提案を出来るほどに、相当程度詳細に、要求

水準書が作り込まれている必要があるということで、PFI 推進室に御尽力いただいて、去

年の 11 月 22 日の関係各省の申合せができて、日本型の「競争的対話」の手続きを導入す

るところまでは制度的な準備は済みました。発注者だけではなかなか準備できない要求水

準の詳細については、競争的対話で補っていくということになりました。この｢競争的対

話｣の手続きが実際にどの程度友好なものになるかは、これから実際に試してみることに

なるわけですけれども、この｢競争的対話｣をすることはなかなか難しい、というか、少な

くとも競争的対話という手続きを遣らないと複雑な案件では優れた提案を受けることがで

きない、というような理解にあまりなっていない。 

 イギリスのようにネゴシエーティッド・プロシージャーの手続きの過程で、応募者にい

わゆる「ベスト＆ファイナル」の提案を準備させるのであれば、落札者が決定した以降に

施設と運営業務についての契約協議をする必要はないと考えております。現在の手続きで

は、事前に施設設計も運営に関する業務設計のための協議もすることなく、応募者が提案

書を作成しておりますので、当然落札者を決めた後、発注者との協議を行う必要が必要と

されるのです。 

 このような遣り方には２つ問題があって、１つは、契約協議の中で当然提案内容が変更

されることになるわけですが、その結果、契約協議後の事業内容と提案金額との間の平仄

が取れなくなってしまうという点です。というのは、提案金額は要求水準を基にして見積

もられているわけではなくて、提案図書や仕様を基にしていますから、提案内容を変えれ

ば当然提案金額との間にずれが出てくる。これが１点目の大きなポイント。 

 ２点目は、先ほどＤさんとも話しておりましたが、公共事業におけるリスクファクター

ごとの金額の積み上げ等々がないものだから、リスク移転の金額換算といっても難しい。

また、モニタリングの項目について、数字的なデータが全く残っていないので、減額をし

ようにも合理的な基準や金額を提示することが困難なわけです。要求水準から直接モニタ

リングの項目を抽出しようとしても、そのバックアップとなる要求水準の数値的な裏づけ

となっているデータがないと、これを準備することが難しい。だから、どうしたって提案

にかかわる仕様とマニュアルの関連でモニタリングの項目を決めていくことになります。

そこでも、またポスト・アプレイザルの段階でのでずれが出てくることになります。 

 そもそも手続きを始める最初の段階で要求水準の内容を明確にすることが今の手続の中

で十分にできない、あるいはしていないがゆえに、契約締結後の業務設計についての協議

が非常に重要になっております。提案時に十分な協議なしに業務設計を行っていますので、

こうした協議を行わない限り、運営が開始されたときの運営業務と発注者の期待との間の

ずれが大きく、これが運営型 PFI 事業を難しくしております。言葉を替えると、提案時の
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事業計画と、契約時の事業計画と、それから、病院の場合だと、開院前事業計画と言って

いるんですけれども、通常の事業ですと事業開始時の事業計画とは、異なるということを

理解しておかなければなりません。そして、一般論としては、運営の比重が高ければ高い

ほど、そこのずれが大きいと考えられます。それが応募者の負担に全部のしかかっている

というのが現状における問題なのです。 

 ですから、そういうふうにして見れば、解決すべき問題点は数多く残されており、先ほ

どもおっしゃっておられたように、現制度の中でＰＦＩの抱える問題だけが突出して大き

いわけというものでなくて、現行の公共工事の中で、同様の問題を解決するためにいろい

ろな工夫がなされている。それとの整合性をとっていくことによって、PFI の課題もある

程度は解決できると考えております。今私が申し上げた点について言うと、こうした観点

からの問題点とその解決策の整理もされていないのではないかと思いますので、できれば、

こうしたところの整理をつけることが重要であり、かつこれが課題解決のキーになってく

るだろうと思っています。 

○山内部会長 ありがとうございます。 

○Ｈ専門委員 今、Ａ先生にもお話しになっていましたリスクの話が一番メインのはずな

のに、どちらかといえば、やらなければだめですねという記述で今までいろいろなところ

で終わってきていると思うんですね。リスクに関するガイドラインも、基本的に決まった

ら、分担はどっちがいいですかというような形のことはあそこでは書いてあるんだけれど

も、その前のリスクは何なのかということから、計量する話だとか、どうやってマネジメ

ントしたらいいのかという話のところも入っていないのではないかなと。だから、決まっ

た典型的なものは、官がとる、民がとるという形は一応書いてあるんですけれども、その

中で、一連のリスク分析にかかわる、どこまでいくのかわかりませんが、マネジメントを

含めたガイドラインだとかというのは、個々の市町村なんかで取り組める話では全くない

と思いますので、やはり何らかの形でこういう委員会で検討して見解を示し、できれば、

完全なものができるかどうかわかりませんが、少なくとも以前よりは改善できるようなマ

ニュアル、パッケージ的な話というような形も考えていくのが必要ではないかと思います。 

 もう一つ、これまでいろいろな形で内閣府の方も調査されていると思うんですが、明ら

かにタラソだとか何かみたいな顕在化したのはもうわかってはいるんですけれども、それ

以外にもいろいろなリスクが、それこそイベントが発生している部分だと思うんですね。

伝えられるところと伝えられないところ、両方あると思いますけれども。あるいはイギリ

スなんかでもいろいろなところが出てきていますけれども、一番確実なリスクのアイデン

ティフィケーションは、過去のリスクが何であったのかということを知ることだと思うん

ですね。そこに関してもう少し国内のはどういうことがあるかというのを、各市町村に聞

いたとしても、日本の場合は、どちらかといえば、リスクがあったということは落ち度的

に考えられる方が多いので、なかなかレポートが来ない。ところが、ハイウェイズエージ

ェンシーなんかは、レポートをする義務を課しているんですね。そういうところで認識の
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違いもあるのではないかと思いますけれども、そういうことが何らかの形で調査できれば

いいのではないかというふうに考えます。 

 もう一つは、いわゆるトランザクションコストの話なんですが、一体どれぐらい時間だ

とか経費がかかっているのかというのが明らかでないと思いますので、当然立ち上げの段

階では莫大な金額がかかっているかもわかりませんけれども、これだけ時間がたってきて

いるわけですから、ある程度落ち着いてきているかなと思いますので、それについても何

らかの調査があってもいいのではないかというふうに考えています。 

○Ａ委員 私とＨ先生の間の認識に違いがないことの確認なのですが、Ｈ先生から以前貴

重な資料を頂戴し、イギリスではＰＦＩ案件を進める前にリスクのワークショップという

手続きを行い、当該案件について那辺にリスクがあるかということを関係者や専門家が集

まって検討しているというお話をお伺いしました。日本の PFI の場合も、事前の検討の中

でこれと同様のことをやっているのですが、その検討結果が必ずしも明らかにされていな

い。どこにリスクがあるのか、それに対しどのように対応することが考えられるのかとい

うことについて、通常要求水準書にも書いておりません。要求水準書は契約書の重要な一

部という意味で、契約書の「あんこ」の部分という言い方もできるんですが、事業者に対

して事業内容を開示することによって、事業に参加するかという意思決定をしていただく

ときのベースの資料なので、本来そういうところにリスク・ファクターを開示すべきだと

私は思っております。ですから、先ほど座長がおっしゃったように、11 月までの中に、

ここの論点について、それぞれの中身の検討にまでは恐らく入れないのでしょうが、何が

どういうふうに不足しているのかという議論だけでも整理して、一覧表にでも纏めればど

うかと思っております。 

○山内部会長 確かに時間がありそうでない。何をやらなければいけないというところを

詰めるぐらいなのかもしれないですね。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 大体時間になってまいりましたので、皆さんの今日の御意見を伺って、別にここで何か

を決めるという必要はないかと思いますので、事務局の方でまとめていただいて、どんな

ことが可能なのかということ。29 日の委員会のときにもう少し御議論いただいて、方向

性を出していただくということになろうかと思います。 

 事務局の方から最後に連絡事項は何かございますでしょうか。 

○事務局 ありがとうございました。 

 それでは、次回以降の日程につきましては別途調整をさせていただきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○山内部会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、大体時間となりましたので、本日の会議はこれで閉会とさせていただきます。

最後まで熱心に御議論いただきまして、どうもありがとうございました。 

－以上－ 


